
議案第４９号 

 

 

令和７年度 印南町一般会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度 印南町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １５８，１４９ 千 

 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ６，５９３，３８０  

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 

  

  

令和７年９月１８日提出 

印南町長 日裏 勝己 

 



1 943,560 180 943,740

5 入湯税 0 180 180

15 929,341 29,739 959,080

1 国庫負担金 262,085 4,757 266,842

2 国庫補助金 654,686 24,982 679,668

16 416,520 3,397 419,917

1 県負担金 258,256 2,378 260,634

2 県補助金 131,604 1,019 132,623

18 300,001 1,000 301,001

1 寄附金 300,001 1,000 301,001

19 525,255 22,897 548,152

1 基金繰入金 525,255 4,488 529,743

2 特別会計繰入金 0 18,409 18,409

20 80,000 90,774 170,774

1 繰越金 80,000 90,774 170,774

21 33,762 1,162 34,924

3 雑入 28,092 1,162 29,254

22 600,900 9,000 609,900

1 町債 600,900 9,000 609,900

6,435,231 158,149 6,593,380

諸収入

町債

歳　　入　　合　　計

町税

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

繰越金

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



2 1,692,240 120,075 1,812,315

1 総務管理費 1,505,121 103,031 1,608,152

2 徴税費 106,323 16,709 123,032

3 戸籍住民基本台帳費 32,248 335 32,583

3 1,165,972 12,604 1,178,576

1 社会福祉費 1,010,152 12,578 1,022,730

2 児童福祉費 155,450 26 155,476

4 692,455 4,582 697,037

1 保健衛生費 410,243 4,582 414,825

5 193,491 488 193,979

2 林業費 29,476 488 29,964

7 527,437 17,342 544,779

2 道路橋梁費 346,253 17,342 363,595

9 1,178,843 3,002 1,181,845

2 小学校費 97,923 711 98,634

3 中学校費 583,032 1,391 584,423

4 社会教育費 39,891 900 40,791

12 5,045 56 5,101

1 予備費 5,045 56 5,101

6,435,231 158,149 6,593,380

予備費

歳　　出　　合　　計

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

土木費

教育費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 943,560 180 943,740

15 国庫支出金 929,341 29,739 959,080

16 県支出金 416,520 3,397 419,917

18 寄附金 300,001 1,000 301,001

19 繰入金 525,255 22,897 548,152

20 繰越金 80,000 90,774 170,774

21 諸収入 33,762 1,162 34,924

22 町債 600,900 9,000 609,900

6,435,231 158,149 6,593,380歳　　入　　合　　計

 千円  千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円























第２表 地方債補正 
 

（ 変 更 ）                          （単位：千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

過疎対策事業債 

補

正

前 

４６９，１００ 証書借入 

年３．０％以内（ただ

し、利率見直し方式で

借り入れる政府資金

及び地方公共団体金

融機構資金について、

利率の見直しを行な

った後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合に

はその債権者と協定

するものによる。ただ

し、町財政上の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、又は

繰上償還もしくは低

利に借換えすること

ができる。 

補

正

後 

４７８，１００ 〃 〃 〃 

 


